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八潮市役所　☎048-996-2111 腹日時・期間　 複場所　 覆対象　 淵内容　 弗持ち物　 払定員　 沸費用　 仏申し込み　 物問い合わせ

おしらせＨＯＴコーナー　案内おしらせＨＯＴコーナー　案内

お
し
ら
せ

お
し
ら
せ

Ｈ
Ｏ
Ｔ

Ｈ
Ｏ
Ｔ
コ
ー
ナ
ー

コ
ー
ナ
ー

市役所の電話
996-2111

FAX
995-7367

０１２０‒８４０‒２２５
防災行政無線で放送した
内容が聞き取れなかった
場合、再度聞き直せます
（定時放送を除く）。通話
料は無料です。

防災行政無線
テレホンサービス

会
議
の
開
催

●
八
潮
市
社
会
教
育
審
議
会
の
傍
聴

腹
５
月
２２
日
㈪　
午
前
１０
時
～
正
午
（
受

付
＝
午
前
９
時
３０
分
～
）

複
教
育
委
員
会
会
議
室

淵
平
成
２８
年
度
社
会
教
育
事
業
報
告
な
ど

払
１０
人
（
当
日
先
着
順
）

物
社
会
教
育
課
☎
焚
３
６
５

●
第
１
回
八
潮
市
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
推
進
委
員
会
の
傍
聴

腹
５
月
２２
日
㈪　
午
後
３
時
～
４
時

複
第
２
応
接
室

淵
八
潮
市
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
ア
ク

シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
（
素
案
）
の
審
議

払
５
人
（
当
日
先
着
順
）

物
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
推
進
課
☎
焚

４
７
０

●
第
１
回
八
潮
市
高
齢
者
福
祉
施
設
や
し

お
苑
運
営
委
員
会
の
傍
聴

腹
５
月
２５
日
㈭　
午
後
２
時
～
３
時
３０
分

複
八
潮
メ
セ
ナ
会
議
室

淵
八
潮
市
高
齢
者
福
祉
施
設
や
し
お
苑
運

営
委
員
会
平
成
２８
年
度
事
業
報
告
に
つ
い

て払
１０
人
（
当
日
先
着
順
）

物
長
寿
介
護
課
☎
焚
４
４
７

●
第
１
回
八
潮
市
市
民
活
動
推
進
委
員
会

の
傍
聴

腹
５
月
２６
日
㈮　
午
後
２
時
～

複
や
し
お
生
涯
楽
習
館
セ
ミ
ナ
ー
室
４

淵
市
民
活
動
の
推
進
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て

払
１０
人
（
当
日
先
着
順
）

物
市
民
協
働
推
進
課
☎
焚
４
６
５

中
小
企
業
不
況
対
策
融
資
制
度

　

不
況
時
に
お
け
る
特
別
措
置
と
し
て
、

中
小
企
業
の
方
を
対
象
に
経
営
の
安
定
の

た
め
に
必
要
な
資
金
の
融
資
の
あ
っ
せ
ん

を
行
い
ま
す
。

覆
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
▼
最
近
３

カ
月
の
月
平
均
売
上
額
が
、
昨
年
同
期
と

比
べ
て
１０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
減
少
し
て
い

る
か
、
２
年
前
若
し
く
は
３
年
前
の
同
期

と
比
べ
て
１０
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
減
少
し
て

い
て
、
か
つ
前
年
同
期
に
比
べ
て
５
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
減
少
し
て
い
る
方
▼
市
内
で

１
年
以
上
事
業
を
営
ん
で
い
る
方
▼
期
限

の
到
来
し
て
い
る
市
税
を
完
納
し
て
い
る

方限
度
額　
１
０
０
０
万
円
（
運
転
資
金
）

償
還
期
間　
１０
年
以
内
（
据
え
置
き
・
１

年
以
内
含
む
）

利
率　
１
．
２
パ
ー
セ
ン
ト
（
平
成
２９
年

４
月
現
在
）

信
用
保
証
料　
埼
玉
県
信
用
保
証
協
会
へ

支
払
っ
た
保
証
料
を
全
額
補
助

保
証
人　
原
則
と
し
て
個
人
は
不
要
、
法

人
は
代
表
者
の
み

担
保　
必
要
に
応
じ
て
求
め
る

仏
事
前
に
金
融
機
関
に
相
談
の
う
え
、
５

月
１５
日
か
ら
平
成
３０
年
１
月
３１
日
ま
で
に
、

商
工
観
光
課
（
☎
焚
４
７
９
）
へ

※
予
算
枠
に
達
し
次
第
締
め
切
り

八
潮
市
高
齢
者
実
態
調
査

　
第
７
期
八
潮
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

・
介
護
保
険
事
業
計
画
の
策
定
に
あ
た
り
、

市
内
在
住
で
介
護
保
険
の
要
支
援
１
・
２

の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
お
よ
び
６５
歳
以

上
で
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
方
に

案
内
案
内

　工業の振興に向け、基金を活用した支援を行います。
覆次のすべてに該当する方
▼市内で引き続き１年以上事業を営んでいる中小企業の方
▼申込日現在、市税の滞納がない方
▼他の制度による助成を受けていない方
▼４月から平成３０年２月末日までに下記の対象事業が見込まれる方

対象事業
●産学官共同研究事業
　市内の中小企業が新製品開発などのため、大学などと共同研究
●国際規格等認証取得事業
　市内の中小企業がISO９００１・１４００１およびエコアクション２１の認
証を新規取得
●工業新製品開発事業
　市内の中小企業が行う一定の工業新製品開発
●経営革新計画承認企業などが行う機械装置などの購入・修繕事業
　機械装置、工具器具の購入または修繕費

補助額
●産学官共同研究事業、ISO認証取得事業、工業新製品開発事業
　経費のうち、２分の１に相当する額（１００円未満切り捨て、限度額３０
万円）
●エコアクション２１認証取得事業、経営革新計画承認企業などが行
う機械装置などの購入・修繕事業
　経費のうち、２分の１に相当する額（１００円未満切り捨て、限度額１０万円）
仏５月１５日から６月３０日までに、商工観光課（☎焚４７９）へ
※予算枠に達し次第締め切り

市工業振興基金を活用した支援制度
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
圏
域
ニ
ー
ズ
調

査
」
と
、
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方

に
「
在
宅
介
護
実
態
調
査
」
に
つ
い
て
の

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
無
作
為
抽
出
）
を
郵

送
し
て
い
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

物
長
寿
介
護
課
☎
焚
４
４
７

工
業
統
計
調
査

　
調
査
は
、
従
業
者
４
人
以
上
の
す
べ
て

の
製
造
事
業
所
を
対
象
に
、
平
成
２９
年
６

月
１
日
時
点
で
実
施
し
ま
す
。

　
調
査
の
結
果
は
中
小
企
業
施
策
や
地
域

振
興
な
ど
、
国
お
よ
び
地
方
行
政
施
策
の

た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
ま
す
。

　
５
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
、
県
か

ら
委
嘱
さ
れ
た
統
計
調
査
員
が
、
調
査
票

の
配
布
に
伺
い
ま
す
。

物
企
画
経
営
課
☎
焚
２
３
３

総
合
相
談
の
開
催

腹
５
月
１９
日
㈮　
午
後
１
時
２０
分
～
４
時

※
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談
の
み
電
話
予

約
制
＝
５
月
１７
日
㈬　
午
前
９
時
～

複
八
潮
メ
セ
ナ
集
会
室

淵
日
常
生
活
の
悩
み
ご
と
な
ど
に
つ
い
て
、

弁
護
士
・
税
理
士
・
行
政
相
談
委
員
・
宅

地
建
物
取
引
士
・
行
政
書
士
・
司
法
書
士

が
相
談
内
容
別
に
対
応

沸
無
料

●
く
ら
し
の
相
談
（
行
政
相
談
）

　
総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
行
政
相
談

委
員
が
、
日
常
生
活
の
問
題
や
国
・
県
・

市
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
相
談
を

受
け
付
け
ま
す
。

腹
毎
月
第
２
水
曜
日　
午
後
１
時
３０
分
～

３
時
３０
分
※
５
月
は
総
合
相
談
と
同
時
開

催複
市
民
相
談
室

相
談
委
員　
木き

方ほ
う

不ふ

二じ

夫お

さ
ん
、
並な

み

木き

利と

美み

子こ

さ
ん

物
秘
書
広
報
課
☎
焚
３
７
３

５
月
３１
日
は
世
界
禁
煙
デ
ー

　
タ
バ
コ
は
個
人
の
嗜
好
品
で
す
が
、
が

ん
や
生
活
習
慣
病
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
病
気

の
危
険
因
子
で
あ
る
こ
と
が
、
科
学
的
に

証
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
タ
バ
コ
の
煙
の
害
は
、
受
動
喫

煙
と
し
て
タ
バ
コ
を
吸
わ
な
い
周
り
の
方

に
も
お
よ
び
ま
す
。

　
タ
バ
コ
を
吸
う
方
も
吸
わ
な
い
方
も
こ

の
機
会
に
「
タ
バ
コ
と
健
康
」
に
つ
い
て

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

物
保
健
セ
ン
タ
ー
☎
９９５
・
３
３
８
１

計
量
器（
は
か
り
）の
定
期
検
査

　
取
引
や
証
明
に
使
用
し
て
い
る
計
量
器

（
は
か
り
）
は
、
計
量
法
第
１９
条
の
規
定

に
よ
り
、
２
年
に
１
回
の
定
期
検
査
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
該
当
す
る
方
は
、

必
ず
受
検
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
検
査
に
は
手
数
料
が
か
か
り
ま

す
。

腹
５
月
２９
日
㈪
・
３０
日
㈫　
午
前
１０
時
～

午
後
３
時
（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

複
市
役
所
駐
車
場
東
側

覆
市
内
の
事
業
所
な
ど
で
使
用
し
て
い
る
、

ひ
ょ
う
量
２５０
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
機
械
式

は
か
り
を
お
持
ち
の
方

物
埼
玉
県
計
量
検
定
所
☎
０４８
・
６５２
・
２
１

７
１

　市民課日曜窓口の開庁時間および業務内容を下記のとおり変更します。

市民課日曜窓口業務の変更
物市民課☎焚４１１

　システムメンテナンス作業のため、証明書のコンビニ交付サービスを
一時停止します。
腹６月８日㈭　午後６時～１１時
物住民票・印鑑証明・戸籍関連＝市民課☎焚４１１
課税所得証明・非課税証明関連＝市民税課☎焚２０６

コンビニ交付サービスの一時利用停止

５
月
ま
で

腹毎週日曜日
　午前 8時30分～午後 5時15分（正午～午後 1時を除く）
淵住民票の写し、印鑑証明、戸籍証明などの証明発行のみ

６
月
か
ら

腹第 2日曜日
午前 9時～午後 5時
（正午～午後 1時を
除く）

淵住民票の写しなどの証明発行、転入・転出などの住民異
動届出、印鑑登録、戸籍の届出、マイナンバ－カ－ド交付
※住民基本台帳カ－ド、マイナンバ－カ－ドを利用する転
入届は、ネットワ－クシステムが停止しているため受付で
きません。
※届出内容によっては、他市町村への照会や市民課以外の
課で手続きが必要となる場合は、後日来庁をお願いするこ
とがあります。

腹その他の日曜日
　午前 9時～正午

淵住民票の写し、印鑑証明、戸籍証明などの証明発行のみ
（資料館・ゆまにてでの申請を含む）
※住民異動届出は受付できません。


